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   第 ６ 回   熊本県議会  建設常任委員会会議記録 

 

平成26年11月７日（金曜日） 

            午後０時59分開議 

            午後２時52分閉会 

――――――――――――――― 

本日の会議に付した事件 

  県内の各建設産業団体との意見交換 

――――――――――――――― 

出席委員（６人） 

        委 員 長 東   充 美 

        副委員長 緒 方 勇 二 

        委  員 山 本 秀 久 

        委  員 吉 永 和 世 

        委  員 森   浩 二 

        委  員 磯 田   毅 

欠席委員（なし） 

委員外議員（なし) 

――――――――――――――― 

説明のため出席した者 

 土木部 

        部  長 猿 渡 慶 一 

      総括審議員兼 

      河川港湾局長 渡 邊   茂 

       政策審議監 金 子 徳 政 

      道路都市局長 手 島 健 司 

      建築住宅局長 平 井   章 

        監理課長 成 富   守 

    土木技術管理課長 古 澤 章 吾 

        建築課長 田 邉   肇 

――――――――――――――― 

参考人 

 熊本県建設産業団体連合会 

          会長 橋 口 光 徳 

         副会長 福 島 正 継 

         副会長 味 岡 和 國 

         副会長 藤 本 祐 二 

          理事 坂 田 信 介 

          理事 松 村 陽一郎 

          理事 岩 永 一 宏 

          理事 前 川  浩志 

 一般社団法人熊本県建設業協会 品質確保

特別委員会 

          委員 森   光 也 

          委員 中 川 徹 治 

          委員 佐 藤 一 夫 

          委員 松 原 隆 文 

          委員 原 田 正 孝 

          委員 遠 山 玄 朗 

          委員 味 岡 俊 彦 

          委員 神 﨑 弘 光 

         事務局 豊 後 謙 藏 

         事務局 堀   敏 行 

――――――――――――――― 

事務局職員出席者 

     議事課課長補佐 井   隆 彦 

     政務調査課主幹 松 野   勇 

――――――――――――――― 

  午後０時59分開議 

〇東充美委員長 それでは定刻となりました

ので、ただいまから第６回建設常任委員会を

開催させていただきます。 

 まず、本日の委員会に３名の傍聴の申し出

がありましたので、これを認めることといた

します。 

 本日の委員会では、県内の各建設産業団体

との意見交換を議題とさせていただきます。 

 それでは、県内の各建設産業団体との意見

交換会を始めさせていただきます。 

 初めに、私のほうから御挨拶を申し上げま

す。 

 本日は大変お忙しい中に、熊本県建設産業

団体連合会並びに熊本県建設業協会のほうか

ら、橋口会長を初めとして18名の皆様に御出
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席をいただきまして、大変ありがとうござい

ます。 

 建設産業は、社会資本の整備、維持・管理

更新、防災、さらには地域の雇用、経済を支

える本県の基幹産業の１つであります。技術

者や技能者の高齢化や若手の減少など、現在

さまざまな課題に直面している現状ではない

かと思われます。 

 そのような中において、国は本年６月に、

現在及び将来にわたる建設工事の適正な施行

及び品質の確保とその担い手の確保を目的と

して、いわゆる品確法、入契法、建設業法の

一部を改正をいたしました。 

 本県議会といたしましても、法改正の趣旨

を踏まえ、建設産業の抱える問題に適切に対

応してまいるべく、皆様方と直接、意見交換

を行う機会を設け、今後の委員会での御参考

とさせていただきたいと思っております。 

 本日は、まず橋口会長から県内建設産業を

取り巻く現在の状況や今後の取り組みについ

て御説明をいただき、県のほうから品確法等

問題につきまして御説明を申し上げた後に、

全員での意見交換に入らせていただきます。

忌憚のない御意見を皆様方からいただければ

と考えております。 

 短時間ではありますが、皆様方と実のある

議論ができますよう御祈念申し上げまして、

甚だ簡単・粗辞でございますけれども、委員

長の私の御挨拶にかえさせていただきます。 

 本日は、よろしくお願いを申し上げます。 

 それでは着座でございますが、着座のまま

委員の紹介をさせていただきます。 

 緒方副委員長です。 

 

〇緒方勇二副委員長 本日は、大変お世話に

なります。 

 

〇東充美委員長 山本委員です。 

 

〇山本秀久委員 いつも、お世話をかけてお

ります。 

 

〇東充美委員長 吉永委員です。 

 

〇吉永和世委員 お世話になります。 

 

〇東充美委員長 森委員です。 

 

〇森浩二委員 よろしくお願いします。 

 

〇東充美委員長 磯田委員です。 

 

〇磯田毅委員 こんにちは。よろしくお願い

します。 

 

〇東充美委員長 以上６名でございますの

で、よろしくお願いをいたします。 

 それでは、県内の建設産業団体を代表いた

しまして、熊本県建設産業団体連合会及び一

般社団法人熊本県建設業協会の橋口会長よ

り、まず御挨拶をいただきたいと思います。 

 

〇橋口参考人 本日は、県議会建設常任委員

会に出席させていただきまして、まことにあ

りがとうございます。 

 御存じのように、私ども建設産業は、いろ

いろな制度の中で成り立っている産業でござ

います。 

 今回、国のほうで建設産業の将来を見据え

た品確法の改正が行われました。せんだって

の県議会の一般質問で森県議より質問してい

ただき、当局においても品確法を徹底するた

めさまざまな方策をとっていただいていると

ころでございます。しかし、品確法の改正だ

けでは問題が是正できず、品確法を生かすた

めの芯の部分、一番大切なところを見直さな

ければ再び元の木阿弥になってしまうのでは

ないかと、大変危惧をしております。 

 私どもも、建設業協会の中に品確委員会を

立ち上げ、どのようにすればこの品確法が適
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正に機能するか、議論してまいりました。 

 将来、建設産業が健全に繁栄していくため

に、今回の意見交換が県の行政に反映されま

すことを願いまして、挨拶にかえさせていた

だきたいと思います。 

 本日は、よろしくお願い申し上げます。 

 

〇東充美委員長 続きまして、豊後理事より

本日の出席者の御紹介をお願いをいたしま

す。 

 

〇豊後参考人 失礼させていただきます。 

 まず、建設産業団体連合会から読み上げさ

せていただきます。 

 （橋口参考人～前川参考人の順に紹介） 

 

〇豊後参考人 熊本県建設業協会品質確保特

別委員会からの参加者でございます。 

 （森参考人～豊後参考人の順に紹介） 

 

〇東充美委員長 ありがとうございました。 

 引き続き、建設産業団体からの概要説明を

お願いをいたしますが、これから先につきま

しての説明に関しましては着座のままで結構

でございますので、よろしくお願いを申し上

げます。 

 

〇橋口参考人 それでは、建設業協会の政策

局長の堀より、概要説明をさせていただきた

いと思います。よろしくお願いします。 

 

〇堀参考人 それでは、お手元の資料、熊本

県議会建設常任委員会資料、一般社団法人熊

本県建設業協会の資料に基づきまして御説明

をいたします。 

 品確法の改正につきましては、６月４日に

改正、公布・施行されまして、現在８月に発

注関係事務の運用指針、骨子イメージ案に対

する意見が、建設業界に対しても求められま

した。 

 私ども熊本県建設産業団体連合会に対して

も照会がございまして、それにつきましては

熊本県法面保護協会が１件、熊本県建設業協

会が13件の意見を回答したところでございま

す。 

 本日は、意見交換の資料としまして、建設

業協会の内部に設置しました品質確保特別委

員会で議論しました内容につきまして、概要

として御説明をさせていただきます。 

 それでは、１ページをお開きをお願いをい

たします。 

 県内建設業を取り巻く状況についてという

ことで、１でございますが、平成26年度は、

平成24年度、平成25年度の繰越事業を含む経

済対策による公共事業や災害関連予算の増加

によりまして、受注量は確保されているとこ

ろでございます。ただ、国・県の財政事情か

らすれば現在の状況は一時的なものと考えら

れ、来年度以降厳しい経営環境が予測され、

業界としても危機感を持っているところでご

ざいます。 

 ２番でございますが、県内の公共工事の動

向は、平成26年９月末現在、昨年同期と比較

しまして、件数で87.2％、請負額で76.7％

と、昨年に比較しますと低調に推移をいたし

ております。 

 県工事におきましては、宇城地区、菊池地

区、球磨地区の落ち込みが激しく、対前年比

で各地とも請負額でおおむね60％程度で、熊

本地区の160％と比較して地域的な格差が生

じているのが現状でございます。この数値に

つきましては、西日本建設業保証株式会社の

９月末のデータでございます。 

 ３番でございますが、阿蘇地域におきまし

て現在、災害関連予算の工事が発注されてお

りますが、技能労働者などの確保が現地でで

きないため、宿泊費、輸送経費等の非常に負

担が大きくなっておりまして、阿蘇地域以外

から受注しております建設工事を中心に利益

が確保できない工事が多くなっております。 
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 ４番目でございます。設計積算におきまし

て、市場単価や施工パッケージ型単価の導入

による格差や、急激に上昇している実勢単価

との格差により、発注者の積算単価では全く

利益が確保できない工事が建築などで多く発

生しております。 

 ５番目でございますが、設計積算の基礎と

なる歩掛かりが工事実態と格差を生じている

とともに、標準工期が確保されない年度末を

工期末とした工事が今後発注される見込みで

あり、さらに資機材の確保が困難になること

が予想している状況でございます。 

 ２番目でございますが、そういう中で私ど

も品確委員会としまして、今回のいわゆる品

確法の中で適正利潤の確保という課題の中で

論議しました点について簡単に取りまとめて

いるのが２でございます。 

 左のほうに図を示しておりますが、設計積

算の基本的な内容、色分けしておりますが、

直接工事費、間接工事費、一般管理費という

ことで表示をしているところでございます。 

 その設計された工事によります設計額につ

きまして、右の欄のとおり適正利潤の確保を

阻害している要因というものを取りとめてお

ります。これは、委員会の中でそれぞれ委員

の方々に課題を出してもらったものをまとめ

ているものでございます。 

 設計積算時ということで、建築などにおけ

る予算(補助金)の制約による予定価格と設計

価格との乖離ということで、大型箱物工事の

場合の例でございますけども、予算の制約に

よりまして、いわゆる建築会社が設計した価

格と、実際に入札します価格のときに、非常

にその乖離があるというのが実態でございま

す。そういうケースがあるというのが、問題

点として出ております。 

 ２番目でございますが、設計に使われる労

務費単価や市場単価と、施工時の実勢単価の

格差が生じているということでございます。 

 入札時におきましては、歩掛かりによる予

定価格の設定についての課題でございます。 

 それと２点目でございますが、市町村など

におきまして最低制限価格の未設定の市町村

があることや、いわゆる公契連モデル以下の

低価格による設定がなされた場合における過

度の競争などがあるということでございま

す。それと、総合評価方式での技術提案にお

けるいわゆる費用の負担というのが課題とし

て出ておりました。 

 工事施工時でございますが、発注者が発注

前に行うべき条件処理が未処理で発注され、

受注者がいろんな形でそれにかわり実施す

る、例えば、支障物件の移転に対するものと

か警察等との協議などということで、こうい

う課題も出てきております。 

 また２点目でございますが、地権者や隣接

住民に対するいわゆるサービス工事や住民対

策の実施。 

 また３点目でございますが、共通仮設費計

上の安全施設の費用が現場条件により、夜間

作業や交通規制などで過大な追加費用を負担

する事例、それと工期不足による休日勤務や

夜間工事による追加費用の増加などが工事施

工時の課題として上がっております。 

 また設計変更でございますけれども、発注

者の原因による一時中止などで費用負担の増

加のケースも問題に出ております。また、予

算の制約による設計変更対象外の増加という

ことで、こういう課題が生じているというこ

とで、左の図でございますけども、設計額と

いうのは適正に市場単価で設計された価格

が、いわゆる入札時における例えば歩切りと

か、それといわゆる競争によります入札差金

ということで、それがだんだん目減りしてい

き、結果的にはこの中の一番下段でございま

すが、一般管理費がやっぱり実質的に影響を

受け、会社経営とかいわゆる付加利益などに

ついて影響を及ぼしている課題があるという

のがこの表でございます。 

 それを受けまして、次のページ、３ページ
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をお願いをいたします。 

 建設業協会における今後の取り組みとしま

して、建設業としまして県民の安心・安全を

サポートする地域に根ざした足腰の強い建設

産業の構築が私ども建設業としての課題でご

ざいます。 

 緊急に取り組むべき課題としまして、１と

しまして、社会資本整備や災害復旧等の担い

手である地域建設業が将来的にも経営が継続

されること。それと２番目でございますが、

工事の品質の確保、下請労働者のための適正

な利潤の確保。３番目が、技術者、技能労働

者の労働環境の向上、新規就労の促進。４番

目として、公共工事などの建設投資の安定的

な確保を、緊急に取り組むべき４つの課題と

しております。 

 その具体的な取り組みとしましては、従来

から行っておりました１でございますが、公

共工事費の継続的な安定を目指した要望活動

の実施や、今回の品確法改正で盛り込まれま

した適正利潤の確保を目指し、県・市町村に

対する要望活動の実施。これにつきましては

４点ほど上げておりますが、まず①で労務

費、資材等を適正に反映した予定価格の設

定、これは先ほど説明しました歩切りや最低

制限価格の設定や引き上げ、それとかいわゆ

る適正な単価の設定などを内容としておりま

す。 

 ２番目が、予定価格に起因する不調･不落

の場合の見積書の再徴取の実施ということ

で、今回の品確法の中にこの部分も盛り込ま

れているところでございます。 

 ３番目としまして、計画的発注、適切な工

期設定、適切な設計変更の実施につきまして

も、要望をしていきたいと思っております。 

 ４番目でございますが、またあわせまして

適正な歩掛かりの確保に向けた取り組みとい

うのも新たに設けているところでございま

す。 

 ３番目でございますが、今回の品確法の中

で多様な入札制度の部分が改正をされました

ので、それにつきましても私ども課題研究と

ともに、あわせまして現在行われております

総合評価方式の課題研究も実施していくこと

にしております。 

 ４番目でございますけども、新規就労者増

加を目指しました建設業イメージアップの広

報活動を現在、県で積極的に実施していただ

いております。人材確保体制につきまして

も、県協会としまして積極的に取り組むこと

としておるところでございます。 

 ４番目でございますが、発注者の責務とい

うことで、今回、改正品確法の中で発注者の

責務第７条の中で実施ということで、ここに

掲げております６項目が法律の中に明記され

ているところでございます。 

 その中でも、いわゆる適切な仕様書、設計

書の作成及び(3)でございますが、最低制限

価格の設定。それと(4)でございますが、計

画的な発注、適切な工期の設定などにつきま

して、今回、私どもとしましては意見としま

して国・県に対してもこの適切な実施につい

て要望をいたしているところでございます。 

 最後のここに書いておりますとおり、改正

品確法の趣旨が各首長様に理解され、担い手

確保・育成の喫緊の課題解決に向けて、発注

者の責務に明記されました項目につきまし

て、その現状を調査公開していただくととも

に、県と市町村との発注者協議会などにおき

まして定期的に改善状況を調査・検証してい

ただき、今議会の中で報告していただくよう

公表していただきたいというのが、私ども協

会としてのお願いでございます。 

 次の５ページ以降につきましては、九州地

方整備局及び全国建設業界に提出しました運

用指針に対する、運用指針のイメージ案に対

する意見・要望項目でございます。数字と、

ブルーで示してあるものにつきましては、こ

れは現在の骨子案の項目と番号でございま

す。この参考資料につきましては、後ほど行
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われる意見交換としまして、参考資料として

添付しております。 

 以上で、概況について説明を終わります。 

 

〇東充美委員長 ありがとうございました。 

 それでは意見交換に入ります前に、いわゆ

る品確法関係等につきまして、執行部の関係

課長から御説明をお願いいたします。 

 まず、成富監理課長。 

 

〇成富監理課長 監理課の成富です。 

 お手元の資料の、説明資料の１をお願いい

たします。 

 まず１ページですけども、公共工事の品質

確保の促進に関する法律の一部を改正する法

律、これにつきましては、２段目の枠のとこ

ろですけども、今話があっておりますように

発注者の責務の明確化ということで、改正品

確法のほうでは、例えば丸の１つ目で予定価

格の適正な設定、丸の３つ目では最低制限価

格の設定、丸の４つ目では計画的な発注、適

切な工期設定、適切な設計変更等がうたわれ

ております。 

 ２ページをお願いします。 

 こちらは、それを受けまして適正化指針の

改正のポイントをつけております。 

 まず、１のダンピング対策の強化というこ

とで、適正化指針のほうでは本規定を根拠と

して、低入札価格調査制度等を未導入の地方

公共団体に対しその導入等を要請するという

ふうに国のほうは言っておられます。 

 ２の、歩切りの根絶につきましては、一番

枠内の下でございますけども、歩切りについ

ては調査を実施し、疑わしい地方公共団体等

に個別に説明聴取、必要に応じ個別発注者名

を公表すること等により改善を促進というよ

うなことが記載されている状況でございま

す。 

 ３ページをお願いします。 

 話があっていますように、発注関係事務の

品確法を受けた運用指針のスケジュールでご

ざいますけども、26年７月の上旬に第１回の

骨子イメージ案が示されまして、地方公共団

体等から意見書の提出を８月下旬に行ってお

ります。 

 その下でございますけども、平成26年10月

上旬に、それを受けました第２回の骨子案

が、運用指針が示されました。で、地方公共

団体等は11月上旬までに意見書を提出するこ

ととされております。 

 一番最後の欄ですけども、平成26年12月に

発注関係事務の運用に関する指針を策定と、

年内に策定される予定になっております。 

 ４ページをお願いします。 

 これは、８月末に第１回の骨子案が示され

たときに、熊本県から出した主な意見の一覧

でございます。 

 まず、本指針の位置づけについてのところ

では、右側の意見の内容の欄でございますけ

ども、地域の実情に応じた指針の運用として

ほしいというようなことが意見を出しており

ます。これについては、第２回に示された運

用指針では反映されている状況でございまし

た。 

 次に、(2)の工事発注準備段階の⑦ですけ

ども、担い手の確保・育成に必要な適正な利

潤の確保のための適正な予定価格の設定につ

きましては、本県としましては実勢を十分に

反映した単価となっていない市場単価に対す

る対応方法を明示してほしい。あと、歩切り

の定義を明示してほしい等を意見と出しまし

たら、上のほうは反映されずに歩切りの定義

を明示してほしいについては、第２回では反

映されている状況でございました。 

 ⑨ですけども、計画的な発注や適正な工期

の設定及び工事施工時期の平準化につきまし

ては、本県としましてはゼロ国債の拡大、国

の予算内示の前倒しや迅速な交付手続などを

記載してほしいと要望いたしましたけども、

第２回の骨子案では示されてない状況です
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し、反映されてない状況でございました。 

 (3)の入札契約段階の⑩でございますけど

も、競争参加資格の設定、予定価格の事後公

表等による適切な競争環境の確保につきまし

ては、本県としましては公表時期については

一律で事後公表とせず、自治体の判断により

事前公表も可とする取り扱いとしてほしいと

いう要望を出しまして、これについては反映

されてる状況でございます。 

 ５ページをお願いします。 

 一連の表は国土交通省の指標でございまし

て、第１回の骨子案に対する他の全国の地方

公共団体の意見または全国の建設業団体の意

見等の一覧の表でございます。 

 一番上の本指針の位置づけについての指針

の位置づけの全般につきまして、地方公共団

体の意見等は本県と同じように、１つ目のポ

ツですけども、運用指針を発注者共通のルー

ルとして強制するのではなく、各発注者の実

情を踏まえた柔軟な運用を認めてほしいとい

うような意見が他県でも出されている状況で

ございます。 

 右側に行きまして、建設業団体の意見とし

ましては、運用指針を策定した後、各発注者

の指針に規定する内容の実施状況を確認し、

国によるフォローアップを実施してほしいと

いう意見が出されております。 

(1)の①の事業目標の設定、事業全体の工程

計画の作成の欄では、一番右の建設業団体の

意見の欄でございますけども、設計段階で関

係機関調整や用地取得等の工事の前裁きをし

っかり実施することを明記してほしいという

意見が出されております。 

 (2)の工事発注準備段階の④の工事の性格

等に応じた工事の入札契約方式の選択につき

ましては、これも建設業団体の意見を紹介し

ますと、地域インフラを支える方式を積極的

に導入してほしいという意見が出されてま

す。 

⑦の担い手の確保・育成に必要な適正な利潤

の確保のための適正な予定価格の設定につき

ましては、地方公共団体の意見の欄では、歩

切りの定義を明確にしてほしい、必要に応じ

て積算基準の見直しを実施し、見直した場合

は情報提供してほしいという意見が出されて

ます、他県等でも。 

 で、建設業団体の意見としましては、歩切

りの禁止を関係機関へ周知徹底してほしいと

いう意見が出されております。 

 ⑨の、計画的な発注や適正な工期の設定及

び工事施工の時期の平準化につきましては、

建設業団体の意見としましては、計画的な発

注や適正な工期設定、工事施工時期の平準化

を推進してほしいという意見が出されており

ます。 

 (3)の⑩、競争参加資格の設定、予定価格

の事後公表等による適切な競争環境の確保に

つきましては、本県と同じように発注者の判

断により予定価格の事前公表も選択できるよ

うにしてほしいという意見が出されておりま

す。 

 ⑪企業の施工能力の適切な評価、適正価格

での契約につきましては、地方公共団体の意

見の欄では、最低制限価格の設定は全ての工

事を対象とはしないでほしいという意見が出

されている状況でございます。 

 建設業団体の意見としましては、企業の技

術的能力をもっと積極的に評価してほしい、

最低制限価格を必ず設定するようにしてほし

いという意見が出されている状況でございま

す。 

 下に行きまして、２の発注体制の強化のと

ころで(1)で⑳の、発注者みずからの体制の

整備ですけども、建設業団体の意見としまし

ては、発注者みずからもマンパワーの確保や

技術力等の向上を進めてほしいという意見が

全国的に出されている状況でございました。 

 ６ページをお願いします。 

 この６ページが、発注関係事務の運用に関

する指針ということで、第２回に示された骨
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子案の概要でございます。 

 下の欄の中でございますけども、(1)で調

査及び設計段階、(2)で工事発注準備段階、

(3)で入札契約段階、(4)で工事施工段階、

(5)で完成後という、この５つのフレーズに

ついて記載がされている状況でございます。 

主なものを御紹介しますと、(2)の工事発注

準備段階で、⑥で現場条件等を踏まえた適切

な設計図書の作成、⑦で適正利潤の確保のた

めの予定価格の設定、⑧で発注や工事施工時

期の平準化等が記載されてます。 

 (3)の入札契約段階では、⑨で適切な競争

参加資格の設定、予定価格の事後公表等が記

載されている状況でございます。 

 ７ページをお願いします。 

 ７ページにつきましては、工事の性格等に

応じた入札契約方式の選択・活用についてと

いうことで、それぞれ多様な入札契約方式の

選択の考え方及び留意点について概要等が記

載されている状況でございます。 

 ８ページをお願いします。 

 第２回に示されました発注関係事務の運用

に関する指針の骨子案の概要を、主なものだ

けを説明いたします。 

 まず、予定価格(歩切り)については、下線

が引いてありますけど、歩切りについては厳

にこれを行わないものとするという義務的記

載がされております。 

 次の、最低制限価格等につきましては、適

切に低入札価格調査基準または最低制限価格

を設定するなど必要な措置を講ずる記載とい

うことで、義務的記載になっております。 

 平準化・適切な工期の設定及び設計変更の

ところにおきましては、発注・施工時期の平

準化を図るよう努める。次は、適切な工期設

定を設定するよう努めるということで、努力

規定的な記載になっております。 

 次ですけども、請負代金の額及び工期の変

動が生じる場合には、適切にこれらの変更を

行うということで、という記載になっており

ます。 

 予定価格の公表につきましては、予定価格

は原則として事後公表と。予定価格の事前公

表を行う場合には、その適否について十分検

討するとともに、建設業者の技術力や経営力

による適正な競争を損ねる弊害が生じないよ

うに適切に取り扱うものとするという記載に

なっております。 

 以上が、品確法関係の全般的な説明でござ

います。 

 ９ページをお願いします。 

 ９ページ目以降につきましては、県内の状

況と県土木部の対応について御説明いたしま

す。 

 まず９ページ目ですけども、予定価格、最

低制限価格の設定状況です。平成26年10月１

日現在の状況ですけども、予定価格の設定に

つきましては、まず熊本県は端数整理で設計

金額とおおむね同一としております。 

 県内市町村の状況ですけども、設計金額と

同一という団体は20団体、設計金額と異なる

ということで、一般による歩切りをしている

団体は県内25団体あるという状況になってま

す。 

 最低制限価格の設定につきましては、熊本

県は最低制限額は、範囲としては予定価格の

おおむね70から90％にしてます。 

 ここで、ちょっと詳しくなりますけども、

内訳としましては直接工事費掛け95％プラス

共通仮設費は90％、現場管理費には80％、一

般管理費には30％を掛けまして、それらの合

計に対して1.035の補正係数を掛けた後にラ

ンダム係数を掛ける仕組みとしております。 

 右側に行きまして、(2)県内市町村の状況

ですけども、10月１日現在、熊本県方式公契

連モデルを準用している団体は県内では９団

体にとどまっておりまして、まだまだ公契連

モデル以下、また予定価格に一定率を乗じ70

％未満と、または最低制限価格を設定制度な

しというような団体もありますんで、こうい
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う団体に対して引き続き県としては助言等を

していきたいというふうに思っております。 

 10ページをお願いします。 

 こういう状況を受けまして県土木部では市

町村への働きかけを行っております。働きか

けの状況としましては、表に書いてますよう

に、５月には公契連総会、６月には公契連の

基礎研修会、８月には公契連の専門研修会等

で、各市町村の契約担当課長、担当者等に説

明をしている状況でございます。 

 ８月５日には、県町村会の評議員会等で品

確法(歩切り)の根絶等について説明をしてい

る状況でございます。 

 ８月18日には、副市町村長の研修会で説明

をしています。９月30日は県市長会、秋季定

例会のほうで、各市長に説明している状況で

ございます。 

 そのほか、下の市町村宛ての通知を随時や

っている状況でございます。 

 以上でございます。 

 

〇古澤土木技術管理課長 土木技術管理課長

の古澤でございます。 

 説明資料の２をごらんいただきたいと思い

ます。 

 先ほどから、適正な利潤を確保するための

予定価格の基礎になる工事費のシステムと積

算について簡単に御説明申し上げたいと思い

ます。１ページを、ちょっとお開きくださ

い。 

 1)の工事費の構成、これは土木工事の場合

でございますが、工事費とそれから工事費の

中には工事原価価格それから消費税相当とな

っております。 

 それから工事価格の中でいわゆる直接工事

費と諸経費、この中に共通仮設費、現場管理

費、一般管理費といった形で、先ほど来一般

管理費でいわゆる本社経費等々になるもの、

それから現場管理費、共通仮設費が現場での

共通仮設あるいは現場での諸費用ということ

になります。 

 で、直接工事費、先ほど来積み上げ方式、

市場単価方式、施工パッケージ方式というこ

とで、市場単価方式、施工パッケージ方式に

ついていろいろ御意見がございました。それ

で、それぞれの積算方法について簡単にちょ

っと御説明申し上げます。 

 積み上げ方式、これは従来からやっており

ましたいわゆる労務費、資材費、機械経費、

これを施工単位当たりで数量を用いました歩

掛かりを用いて設計工事費を算出するという

ものでございます。 

 それから市場単価方式でございます。これ

は、労務費、資材費及び機械経費等を含む一

式当たりの市場での単価を用いた算出法でご

ざいます。市場での単価と申しますのは、い

わゆる下のほうに米印で記載しておりますけ

ども、元請あるいは下請さんの中で形成され

ております工種に適用するという、いわゆる

市場の中で取引価格がある程度決められてい

るものに適用するというものでございます。 

 それから２ページのほうでございますけど

も、これが新しく熊本県のほうでは今年10月

から適用することにしております施工パッケ

ージ型積算方法でございます。施工単位ごと

に標準価格というものを決めまして、いわゆ

る労務費、資機材それから機械経費などを含

む一式単価でございますが、これを補正して

使うというものでございます。補正のやり方

につきましては後ほど説明させていただきま

すが、この施工パッケージ型積算方法が導入

されまして、今後、主要な工種、積み上げ方

式でやっておりましたものは順次施工パッケ

ージ方式に移行していくということになろう

かと思っております。 

 次のページをお開きください。 

 ３ページ、４ページのほうに、市場単価方

式と施工パッケージ型積算方式について簡単

に説明させていただきます。 

 まず、市場単価方式でございます。 
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 単価の決定方法でございますが、３カ月ご

と、いわゆる四半期ごとに都道府県単位で、

元請業者さんと下請業者さんで結ばれます契

約を実際の取引価格を調査して決めるという

ことで、価格につきましては取引の頻度が最

も多い取引、最頻値、平均値でございませ

ん、最頻値をもとに市場価格を踏まえて決定

するというものでございます。 

 これにつきましても、現状の課題というこ

とでまとめております。実は、設計労務単価

につきましては、御存じのように平成25年４

月それから26年２月に大幅に引き上げられて

おります。これは実勢価格の上昇に加えまし

て、社会保険加入に必要な法定複利を勘案し

たものでございます。 

 それから２つ目の丸でございます。市場単

価というのは、いわゆる先ほど申しました

が、市場で元請業者さんと下請業者さんで行

われます取引価格の実態調査に基づいて定め

られております。それで、先ほど設計労務単

価の引き上げ分、これがなかなか市場のほう

に反映していない、反映するのに非常に時間

がかかっているという問題を抱えておりま

す。それに加えまして、ここに落札率と出て

います。落札率によりまして元請さんと下請

さんの間の取引率にも影響しているんじゃな

いかということで、市場単価が下がるとい

う、ある程度悪循環を繰り返すような、そん

な構造的な課題を抱えているんじゃないかと

いうふうに考えております。 

 ちょっと、下のほうの図をごらんいただき

たいと思います。これは土木工事の鉄筋工を

ちょっと比較したものでございます。それか

ら市場単価の鉄筋加工と比較しております。

縦軸のほうに割合がきて、横軸に時期をあら

わしております。平成25年４月以前を100と

いたしまして、どれだけの上昇率があってい

るかというふうな比較をしております。平成

25年４月１日に13.4％の設計労務単価のアッ

プがなされました。それを受けて市場単価は

どうなっていったかと申しますと、これ実線

でございます。実線のほうで平成25年10月で

すね、ここでやっと２％程度上昇、そして平

成25年度の１月で４％、4.5、５％弱です

か、でございます。そしてことしの４月１日

でやっと10％と、そういうふうに非常に設計

労務単価の上昇に反応する速度が非常に遅

い。平成25年４月１日の上昇分に相当するも

のに上昇したのが、約15カ月ぐらいかかって

いるんじゃないかというようなちょっと分析

をしております。これにつきましては我々の

ほうでも、国はこういったタイムラグが生じ

ないように改善要望いたしておるところでご

ざいます。設計単価の引き上げが速やかに市

場単価に反映されるように、制度を少し見直

してほしいということを要望しております。 

 また、先ほどの改正品確法の中でも運用指

針の中でも同様な意見を提出しているところ

でございます。 

 次に、施工パッケージ型の積算方法でござ

います。 

 ４ページをごらんくださいませ。 

 導入の状況でございます。積算業務の負担

軽減というのが主な目的でございますが、国

におかれましては平成24年の10月から導入さ

れております。順次、適用範囲が拡大されて

おりまして、現在、道路改良、舗装などの６

工種の中で207パッケージが設定されており

ます。施工パッケージがされた部分につきま

しては、標準歩掛かりから削除されておりま

して、もう積み上げ方式はなくなっていると

いうような状況でございます。熊本県におき

ましても、去る10月から導入を開始したとこ

ろでございます。 

 これの単価の算定方法を簡単に申し上げま

す。施工単位ごとに労務、資機材経費を含ん

だ、いわゆる東京地区での標準単価を設定し

ます。これを各地区での、あるいは時期で補

正して算出するという方法でございます。こ

の標準単価と申しますのは、入札によりまし
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て受発注者で合意した単価、いわゆる入札し

て契約された単価と、それから入札に参加さ

れた応札者の単価、これは入札されて札を入

れられた方の単価それぞれを収集しまして、

複数年度の単価動向というのをモニタリング

しながら、実際の施工状況の変動を踏まえて

年度当初に改定するというようなシステムに

なっております。 

 先ほどの地区ごとの補正のイメージでござ

います。図をごらんいただきたいと思います

が、例えば平成26年10月の熊本の単価という

のをどんなように計算するかと申しますと、

平成26年４月の設定、これ東京標準単価でご

ざいますけども、これに対して両括弧内に示

しておりますそれぞれの東京での単価、熊本

での単価、そしてその月10月の単価というも

のを比較しまして補正していくというもので

ございます。 

 ここでアルファベットのＲ、Ｚ、Ｋと申し

ますのは、この標準単価に占める労務費の構

成割合、いわば歩掛かりに相当するものかな

というふうに考えております。こういう形で

地区・時期による補正をやるというイメージ

でございます。 

 この物価への変動の反映でございますが、

標準単価というのはどうしても年度当初に設

定されますので、毎月の更新というのは非常

に難しいことでございます。それで標準単価

からいわゆる各地区の積算単価の補正につき

ましては、毎月ごとの最新の物価動静を予定

価格に反映させるというシステムでございま

す。 

 それから、最後の丸でございます。合意単

価と応札単価いわゆる契約単価と入札された

方の単価、これいわゆる入札行為に基づくも

のでございます。それで、施工状況の調査に

基づく傾向ですね、施工状況調査の傾向と異

なる場合、いわゆる一般的な施工と異なる場

合があるんじゃないかと。そういった場合に

は、いわゆるここで歩掛かり調査レベルで詳

細な調査によりまして現場の施工実態を再度

把握した上で標準単価を決めるという、そう

いうシステムで施工パッケージ型積算システ

ムというのはこれから運用していくことにな

るかと思います。 

 説明は、以上でございます。 

 

〇成富監理課長 それでは、お手元の説明資

料の３をお願いします。 

 資料３では、熊本県工事における発注の状

況ということで、土木一式と建築一式工事に

ついて、発注と竣工の状況について御説明し

たいと思います。 

 １ページをお願いします。 

 表の見方でございますけども、縦軸に発

注、竣工、手持ち工事量、横軸に各年度ごと

の軸を取っております。 

 土木一式工事について１ページで説明しま

すと、まず発注のところで青い線が現年、赤

い線が契約繰越、緑の線が未契約繰越という

ことで、ちょっと複雑になっておりますけど

も、青い現年の線で説明いたしますとまず21

年の発注は大体、現年は９月ごろが山になっ

てます。それを見て下に行きますと、竣工の

欄では現年は大体３月に竣工を迎えていると

いう状況でございます。 

 そういう見方をしますと、赤い線発注のと

ころを見ていただきますと、契約繰越でござ

いますんで、大体発注を３月にしているとい

うことで、それが翌年度の竣工はどうなって

いるかというと、これは大体１年通じてその

山を迎えることなく竣工していく状態になっ

ているという状況でございます。 

 全体的に見て、やはり３月に発注機関は発

注に追われ、受注者は竣工に追われるという

ことで、かなり３月に発注者、受注者ともに

かなりの負担がきているというのが現在の状

況ではないかと思ってます。 

 こういう点からも今、発注の平準化という

のが品確法ということで書かれておりますん
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で、品確法の趣旨を踏まえて、県で現在の制

度の中でできる点、繰り越し制度を活用した

りとか、その辺について今後検討していきた

いというふうに思ってます。 

 建築一式工事についても同じような傾向で

ございますんで、後ほど見ていただけばと思

います。 

 説明は、以上でございます。 

 

〇東充美委員長 ありがとうございました。 

 以上で説明は終わりましたので、これから

意見交換に入らせていただきます。どなたか

らでも構いませんので、挙手にて御発言をい

ただければと思います。 

 なお、役職につきましては所属団体の役職

名でお呼びいたします。発言につきまして

は、委員長から指名のあった順にお願いをい

たします。 

  

〇森参考人 品確委員会の森といいます。よ

ろしくお願いします。 

 まず、先ほど堀政策局長から、資料の１ペ

ージになりますけれども、県内建設業の取り

巻く状況について説明がありました。 

 その中で、３に阿蘇地域のことについて書

いてありますけれども、私が阿蘇出身という

ことで、阿蘇の現状を少し説明させていただ

きたいと思います。 

 まず、今現在、阿蘇のほうでは発注が請負

金額で約80％の発注になっております。この

文書でいきますと、阿蘇地域において災害関

連予算の工事が発注されているが、技能労働

者等の確保が現地でできないということでご

ざいますけれども、現在やっぱり労務的には

普通作業員、それから機械のオペレーターそ

れからブロック工が間に合わない状態でござ

います。そして宿泊費、輸送費等の負担が大

きくなって利益が確保できないということに

なっておりますけれども、材料的につきまし

ては、発注がまだ80％ということで、どうに

か間に合っている状態でございます。それ

で、昨年生コンのほうが大分間に合わなかっ

たときがありましたけれども、今、工法はソ

イルセメントという工法は大部分、設計上取

り入れられておりまして、その分だけ施工が

早くなるということで、そのほうも順調に間

に合っているんじゃないかなと思っておりま

す。 

 ただ、ソイルセメントにつきましても、や

はり試験費とか試験回数が多いということ

で、見えない部分の受注者負担がふえている

ということを聞いております。 

 それと、やっぱり阿蘇は寒冷地でございま

して、ことしも１月に大雪が降りましたけれ

ども、またことしのほうも大雪が降った場合

にどうなるんだろうかということを心配して

おります。 

 以上、簡単ですが、阿蘇の現況を報告させ

ていただきたいと思います。 

 続きまして５ページになりますけれども、

参考資料のほうでちょっと要望をしたいと思

います。 

 参考資料の⑦適正利潤の確保のための適正

な予定価格の設定ということになっておりま

す。 

 この中で、１、若手建設従事者の雇用確保

のため、労務単価を政策的に上げてほしいと

いうことで、現在やっぱり高校卒で離職者が

約３年以内で48％ぐらいですか、それから大

学生が３年以内でやっぱり40％ぐらい離職し

ております。建設業の場合はやっぱり入社し

たては何も資格もなくて基本給がやっぱり安

いということもございますので、その辺のと

ころで満足できなくてやめていくんじゃない

かなと思いますけれども、我々としては、こ

れは個人的な意見ですけれども、年齢のコン

マ９掛けぐらいの基本給が払えたら定着率が

少し上がっていくんじゃないかなと思ってお

りますので、何とか離職しないように政策的

なフォローをお願いしたいと思っておりま
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す。 

 それから２番目の市場単価の算定におい

て、実勢単価の上昇が対応できないよう調査

方法、雇用期間の短縮を要望するということ

でございます。先ほど県のほうから説明があ

りまして、この点はちょっと伺いましたけれ

ども、なかなか市場単価が労務単価の反映に

時間が要するということで、このことがたぶ

ん下請さんとの金額調整の段階で時間がかか

ったり、適正な単価を払わなければいけない

と、元請のほうで負担がかかってきている部

分があるんじゃないかなと思っております。 

 それから３番になりますけれども、建設物

価等の調査内容の公表と特殊資材の見積もり

採用単価の公表をお願いしたいということで

ございます。 

 県のほうでは特殊資材の単価は明示されて

おるということの返事を受けておりますけれ

ども、実際的にはまだ出てない部分があると

思います。 

 それと、この特殊資材の歩掛かりなんです

けれども、メーカーから出された歩掛かりと

発注した段階の歩掛かりが差があるというと

ころで、メーカーとの交渉が長引くというと

ころで、材料がなかなか発注できないという

部分が発生しているところがありますので、

その辺のところの採用の実態に合った歩掛か

りの設定をお願いしたいと思っております。 

 続きまして、６ページの⑨になります。適

正な競争参加資格の設定、予定価格の事後公

表となっております。これは県に対してのお

願いということになりますけれども、最低制

限価格の引き上げをぜひお願いしたいと思い

ます。 

 理由としまして、継続的に企業経営を行

い、将来を担う新規入職者の確保、若手技術

者の育成のための適正利潤を確保することが

不可欠であること、また入札価格の内訳単価

が、これ施工パッケージだけ書いてあります

けれども、歩掛かり、市場単価、施工パッケ

ージ等が10月から今度導入になっております

けれども、さらなる積算単価の下落を招くお

それがあると思っております。この点も先ほ

ど県のほうから改善のところが出ましたけれ

ども、私たちは下がっていくんじゃないかな

と思っております。今の現行の算定の直接工

事費のところを100％に算入していただきた

いと。共通仮設費のところも100％に設定し

ていただいて、最低制限価格を引き上げてい

ただきたいと思っております。 

 以上でございますけれども、この中の直接

工事費と共通仮設費については先ほど県のほ

うから説明がちょっとありましたので、でも

説明をちょっとさせてもらいます、済みませ

ん。 

 ２ページをちょっと開いていただきたいん

ですけれども、２ページの左側の中で、図の

中で、直接工事費、この中で材料費、労務

費、直接経費ということで書いてあります。

材料等については経済調査会、物価調査会等

に基づいて設計単価がもう設けてあると思い

ます。労務費についても労務費調査等で設計

単価が決まっております。直接経費は、機械

等もありますけれども、これも調べてありま

す。これが積算基礎として今、歩掛かり、市

場単価、施工パッケージ、単価方式という形

で、今度から県のほうが10月１日から入って

きますけれども、市場単価はもうほとんど外

注費というほうに考えて、土木ではいいんじ

ゃないかなと思っておりますけれども、この

点に現行の最低制限価格のところでコンマ95

を掛けていくと、実際、会社で払う給料、ま

た下請等、材料メーカー等との取引関係に、

せっかく決まったところの単価が逆転してい

くんじゃないかなという心配をしておりま

す。 

 間接工事費の共通仮設費のところなんです

けれども、ここは今、運搬費、技術管理費と

ありますけれども、一番大事な安全費という

のがあります。ここに警備員とか安全施設と
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かありますけれども、ここにコンマ９を掛け

られれば、警備員が今、熊本市内あたりでも

１万2,000円から3,000円という話を聞いてお

りますけれども、ここでコンマ９掛けるとま

たさらに設計単価が下がっていくということ

で、なかなか警備員の配置も難しくなってく

るし、その負担も請負業者にくるんじゃない

かなということでございます。 

 そういう点に基づいて最低制限価格の引き

上げをお願いしたいと思っておりますので、

どうぞよろしくお願いします。 

 以上でございます。 

 

〇東充美委員長 はい、わかりました。 

 今、森委員から阿蘇の現状と、そしてまた

いろんな要望ありました。委員会資料の中で

適正利潤の確保のため適正な予定価格の設定

の７番と、⑨の適正な競争参加資格の設定、

予定価格の事後公表の件と、そしてまた直接

工事費そして間接工事費の安全面についてあ

りましたけども、これについて執行部のほう

から何かお答えできますか。 

 

〇古澤土木技術管理課長 土木管理課の古澤

でございます。 

 先ほど森委員のほうから特殊資材単価、特

殊見積もりについて単価の公表がないという

ふうなお話がちょっとあったかと思います。 

 基本的に、これ全部公表すべきものという

ふうに私どもはしておりますので、もしもそ

ういった公表してないというものがございま

したら、できれば教えていただきまして、厳

重に指導していきたいと思いますけども、済

みません。 

 

〇森参考人 わかりました。 

 

〇成富監理課長 今、森さんのほうから話が

ありましたように、適正な競争参加者の予定

価格の事後公表の中で最低制限価格の中で直

接工事費が県等では95％掛けます。共通仮設

費についても90％掛ける状態でございます。 

 県としましては、これ中央公契連モデルと

いうことで、各発注機関が共同で申し合わせ

をした基準に基づいて県は今運用している状

況でございます。そういう状況がございま

す。他県でも最低制限価格を見直して引き上

げるというような動きもあるやに聞いており

ます。国のほうでも、そういう動きがあるか

どうかというのは、私どもまだ確認しており

ませんので、まず国の動向をまずしっかり見

極めてですね、また本県の実情も踏まえて検

討してまいりたいと思います。 

 

〇森参考人 九州の土木委員会がございまし

て、そのときにもやっぱり各県から全部出て

きまして、ぜひ最低制限価格を引き上げをお

願いしたいということが全部の県から出てき

ております。そのデータはちょっと持ってき

てないんですけど、出てきているのは事実で

ございますので、よろしくお願いします。 

 

〇東充美委員長 よろしいですか。 

 では別に入りたいと思いますけど、ほか

に。 

 

〇岩永参考人 私どもが説明しました資料の

２ページの右側、言葉のほうで書いてござい

ますけども、建築工事においてのお話でござ

います。 

 この言葉では、建築等における予算の制約

における予定価格と設計価格の乖離という言

葉で書いてございますけども、私ども入札に

挑みます前には詳細設計図をもとに積算を行

います。そこで金額を出すわけでございます

が、その金額が予定価格を超過するというこ

とがままございます。しかしながら、予定価

格は事前公表してありますので、落札には至

ります。落札後、金入りの設計図書等々をい

ただきまして、どこか金額の違いがあるのか
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というのを精査してみますと、特殊工法等々

が使われているとこが、私たちが調達できる

値段よりはるかに安い金額で入っているケー

スが散見されます。 

 ですから、お願いといたしましては、特殊

工法、もう変更ができないような工法の場合

は、発注前に業者様からその見積もりを取っ

た金額を、ある程度の経験値で金額を掛け算

して、予定価格に入っているかとは思うんで

すけども、できればもうそのままの金額を入

れていただくと、私たちが利益を損なうとい

うこともなくなると思いますので、よろしく

お願いしたいと思います。 

 

〇東充美委員長 今、岩永理事からありまし

たけれども、特殊工法とかそういう難しいこ

とも出ましたけれども、この辺の件に関して

土木のほうから。 

 

〇田邉建築課長 建築課長の田邉でございま

す。 

 今、岩永理事のほうから、資料でいきます

と２ページの建築等における予算の制約によ

る予定価格と設計価格の乖離に関連して実際

に調べたところ、特に特殊工法の関係でその

積算の価格というのが安くなっているといっ

た御指摘だと思います。 

 先ほど予定価格のことに関して土木のほう

で、どういった工事費の積算をするかという

話がありましたが、建築の場合は、先ほどの

土木の手法ですと積み上げ方式とか市場単価

方式あるいは施工パッケージ型積算方式とい

ったことになってまして、建築の場合はこの

ほかに見積もりというのがございます。その

見積もりについて、何といいますか掛ける率

が低過ぎるすぎるんじゃないかというふうな

御指摘だと思います。 

 この件につきましては、見積もりにつきま

しては、実勢の取引価格等を参考にして決定

しているつもりなんですけれども、今回いた

だいた御指摘を踏まえまして、見積もりに対

する考え方というのを検討してまいりたいと

いうふうに思います。 

 

〇東充美委員長 いいですか、岩永理事も。 

 

〇岩永参考人 はい、ありがとうございま

す。 

 

〇東充美委員長 ぜひ、そういう方向ででき

れば検討をお願いしたいと思います。 

 こちらの委員のほうからも何かありました

ら。 

 

〇前川参考人 先ほど森委員長のほうから―

―ちょっと重複するんですけど、言われたこ

とですけども、各県の最低制限価格の内容と

いうものを我々業界でも調べておりまして、

各県それぞれのやり方があります。今、熊本

では先ほど成富課長が説明されましたよう

に、公契連モデルに準じてやっているという

ことですけども、佐賀県あたりは直工事掛け

る100、共通仮設費100、現場管理費100、一

般管理費30と、0.3というようなやり方で、

大体90から92％という最低ラインを保ってお

るようでございます。国交省の動向を見なが

ら、また九州各県の動きも見ながら対処して

いただきたいというふうに思います。 

 それともう１つ、これも成富課長のほうか

ら先ほど発注のピークと竣工のピークという

説明がございました。私がいつも思っている

のは、今度の改正品確法にもよく出てくる言

葉なんですけども、新規就労者を確保する、

若手技術者を確保するというようなことと、

先ほど説明がありました計画的な発注、適切

な工期設定、こういうものは非常に大きくリ

ンクする問題じゃなかろうかなと思います。 

 森さんのほうから先ほど給料の話もちょっ

と出ましたけども、今の若い人たちはやっぱ

り休みがそれと同じぐらい重要だと思うんで
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すね。なかなか連休が取れないということで

すね。そういうものがやっぱり現実問題とし

て、離職率の高さにつながっているものだと

思います。なかなか大きな難しい問題とは思

いますけども、やはりそういうものが非常に

現実的には休みが取れない、そういうものが

現場の中では非常に大きな、若手就労者、若

手技術者の新規就労者の確保について大きな

阻害になっているということを申し上げてお

きます。 

 

〇東充美委員長 わかりました。 

 先ほど森品確委員からもありましたし、

今、前川理事からもありましたように、やは

り私たちも考えねばならないのは、この建設

産業全体の若手に関してが、やっぱりこれか

らのこの産業全体の活性化につながる、それ

は本当に認識をしております。 

 今の件に関してどちらか、執行部か部長

か、誰かありますか。何かいい考えがあるん

じゃないかな、いっちょぐらい。 

 

〇成富監理課長 今いろいろ御意見いただき

まして、今年度、建設産業かなり疲弊してい

るということで、去年かなり公共工事が急激

に増加して人手不足、資機材不足、事故繰り

が去年多額に発生しました。 

 そういう中で、やっぱり人手不足というこ

とと、私どもも技術者、技能者が高齢化して

いる、若手の入職者が少ないということで、

今年度、各団体さんの意見を聞きながら、ま

た教育機関の意見を聞きながら、人材の確

保・育成について検討会を立ち上げて、この

前、中間取りまとめをまとめました。この中

間取りまとめにつきましては、また今から各

建設業団体の方々、専門工事業団体の方々、

教育機関、また高校とか中学校に対していろ

いろまた意見を聞きながら深掘りをしていき

たいというふうに思ってますんで、県として

もしっかり、この建設産業が今後もきちんと

成り立っていくように人材確保についてはし

っかり取り組んでいきたいと思ってますん

で、御支援・御協力をお願いしたいと思って

ます。 

 

〇前川参考人 どうもありがとうございま

す。 

 

〇東充美委員長 よろしいですか、前川理

事。 

 

〇前川参考人 はい。 

 

〇東充美委員長 じゃ、ほかに。 

 

〇坂田参考人 坂田でございます。 

 監理課からの説明資料１の一番最後のペー

ジ、10ページでございます。市町村への働き

かけ状況ということでもろもろ書いてありま

すけど、このやはり資料の一番最初の１ペー

ジ目、一番最初の品確法の促進のために背景

に書いてありますけど、発注者のマンパワー

不足ということが書いてあります。 

 市町村においては、このマンパワー不足と

いうのが全く当てはまるというようなことを

考えております。なかなか、やっぱり行政の

ほうも人員の削減等々をやりまして、土木、

建築の技術者というのが非常に少なくなって

おる状況でございます。また、技術者の育

成・確保ということについて、なかなかお金

をかけられないということで、１人の技術者

が事務のほうに行ったりとか、事務屋さんが

技術のほうに行ったりとかしているような状

況でございます。 

 そういった状況で、この品確法の促進とい

うのが果たしてできるんだろうかなというこ

とを考えております。そうであれば、熊本県

あたりからそういう市町村の状況を調べてい

ただいて、少しやはり足らないところには支

援をしてやるというようなことができないだ
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ろうかなというふうに考えております。 

 もう１つ、熊本県からの支援ということも

言いましたけど、県のほう各振興局を見て

も、やはり以前と比べて人というのが少なく

なっている状況でございます。１人の監督さ

んが工事を抱えている量というのが年々こう

ふえてきていると。そうすることによって、

早期の発注ができないという状況も起こって

いるんじゃないかなということも考えます。

このマンパワー不足というのは、発注側、受

注側も若手等々の入職が少ないということで

困難になっておりますけど、発注側のマンパ

ワー不足というのもあるんじゃないかなと思

いますので、ぜひその辺の解消をすることに

よって、この品確法の推進というのがより進

むんじゃないかなと思っております。どうぞ

よろしくお願いをいたします。 

 

〇東充美委員長 わかりました。 

 これは、発注、受注お互いにマンパワーと

いうのは言われておりますし、各市町村も個

々いろんな合併等もありまして、人員等の配

置そういうものに苦労していると思います。

振興局も今、県のほうもそれなりに合併後の

振興局のあり方等も考えまして、各拠点、拠

点という形の振興局のあり方もやっていると

ころですが、今の件に関しまして市町村への

指導等に関しても何か、そちらの執行部であ

りますか。 

 

〇金子政策審議監 政策審議監の金子です。 

 マンパワー不足のほうは、県のほうも発注

者として同様でございます。行革の関係もあ

りますし、あと公共工事の場合は投資事業も

かなり減っておりますので、それにあわせて

職員も減少しております。 

 ただ、先ほど成富課長の説明にあったよう

に、年度末とかに非常に集中してるという問

題も１つあると思います。発注の時期あるい

は竣工の時期、そういうのをいかにして、ば

らしてあげて、バランスとって発注できたり

竣工検査ができるようなシステムをつくらな

いといけない。そういうものも含めて検討す

る必要があると。 

 市町村についても、今後、品確法の趣旨を

踏まえていろんな検討をされると思うんです

けれども、基本的には市町村の方、市町村が

どうやってこの公共工事の執行体制をとって

いくか、まず真剣に検討していただいて、県

も一緒になって支援するところは支援しない

といけないし、改善できるところは同様に一

緒になって改善していきたいなと思っており

ます。 

 

〇東充美委員長 ということで、坂田委員よ

ろしいですか。 

 

〇坂田参考人 はい。ありがとうございまし

た。 

 

〇東充美委員長 先ほど挙げられたのは、ど

っちだったかな。松原品確委員ですね。は

い。 

 

〇松原参考人 品確委員の松原と申します。

よろしくお願いします。 

 私は、技術者の立場として品確委員の一委

員に入れさせてもらっておる者でございます

が、建設業協会の資料の中の３ページ、具体

的な取り組みの２番の④、適正な歩掛かりの

確保に向けた取り組みということを取り組み

に協会として上げておるんですけど、これに

ついて何でこれをやらないかぬかということ

を、ちょっと御説明さしていただきたいと思

います。 

 私も、今申したように技術者としてずっと

土木工事の施工に長年携わってきた者です

が、平成10年度あたりから設計単価がだんだ

んだんだんと下がってきていると実感してお

ります。特に橋の橋台や橋脚といったコンク
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リート構造物の施工では全く利益が出ない

と、ひょっとしたら赤字になるというような

状態になっている。何でかというと、その歩

掛かりが施工実態に合っていないという状況

が今発生しているからというふうに思ってお

ります。 

 このごろでは、平成９年度から実施された

公共工事のコスト縮減対策、この中の取り組

みとして積算の合理化というのがずっと行わ

れてきたわけですけど、それまではサイクル

タイムとかを使って、計算してちょっとやや

こしい積算をしてたわけですけどね、それを

簡略化した、ちょっと大くくり化とかいう名

前で国交省のほうは説明してありましたけ

ど、で、実態は、値段的には施工によって細

々と分かれるんですけど、積算を簡単にする

ために、そこら辺をここからここまでは同じ

というようなやり方で今の積算はどんどんど

んどん変更されてきております。 

 今回どういう具合な変化があるかというこ

とを、その平成９年度以降の歩掛かりと現在

の歩掛かりに対して対比表をつくって比較し

てみたんですけど、ほとんどが現在は以前の

やつに比べて１割以上、その歩掛かりの関係

で安くなっていると、そういう状況でありま

して、特にちょっとひどいのになりますと、

先ほど言った橋の橋台の工事とか鉄筋の組み

立てとか、ダンプ、トラック――運搬のその

歩掛かりによる単価ですね、これはもう３割

以上安くなっていると。実際これで施工がで

きるのかというと、ちょっと施工実態と合わ

ない部分が相当ございまして、この品確法に

あります適正な利潤の確保の観点から、この

歩掛かりの分の見直しも必要ではないかとい

うことで、実態に合ってない歩掛かりについ

ては見直しを要望したいと思います。 

 

〇東充美委員長 大変わかりました。 

 今、松原品確委員から言われましたけど

も、赤字覚悟でやっておられるのかなと。

今、何年と何年の対比と言われましたかね。 

 

〇松原参考人 平成９年度からコスト縮減が

始まって、私どもの資料がちょっと古いの

が、平成７年しかなかったもので、そこで、

それまで平成９年まで歩掛かりは余り変わっ

てないもんですから、平成７年と現在を比較

しております。 

 

〇東充美委員長 この件に関しては。 

 

〇古澤土木技術管理課長 土木管理の古澤で

ございます。 

 御指摘のように、実勢価格、先ほどおっし

ゃいましたコスト縮減等々で歩掛かりが見直

されてきております。そして大くくりの中で

適用範囲が見直されて、できるだけ積算事務

の軽減というようなことでされてきたのは事

実だと思ってます。その影響等を受けて、ま

た実勢価格も落ちてきているという状況でご

ざいます。 

 で、今回の施工パッケージの中でもやはり

大くくり化、先ほど大くくり化とおっしゃい

ました。大くくり化でいわゆる我々県なり市

町村が行っている工事が非常に例外的な扱い

されないようにしたいということで、今回、

品確法の中でも適正な積算基準を運用という

ふうな文言があります。ただ、その適正な積

算基準の中身が問題だということでおっしゃ

っているのかなと我々考えておりまして、そ

の適正な積算基準の中でも、いわゆる国のレ

ベルの直轄工事だけでなくて地方ですね、県

だとか市町村レベルの施工規模も見据えた積

算基準に見直してほしいと、そういったもの

を今回の品確法の中でも意見を述べていきた

いと思ってます。 

 先ほどの、今まで細かく積み上げてきたも

のが、いろんな市場単価だとかあるいは施工

パッケージのほうで大くくり化されていると

いうことで、いわゆる小規模な工事というの
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が排除されて、その歩掛かりが生かされてな

いという御指摘だと思いますけど、そういっ

た意見につきましては国のほうにも伝えてい

きたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

 

〇東充美委員長 なかなか執行部の答えとし

てはそのくらいですけど、我々もそういう形

でいろいろ皆さんから御意見聞いて、議会そ

して建設委員会として国のほうにもいろいろ

なことで言っていきたいと思っておりますの

で、その辺を考えてやっていきたいと思いま

す。 

 よろしいですか。 

 きょうは意見交換ですので(｢よろしいです

か」と呼ぶ者あり)神﨑品確委員ですね。 

 

〇神﨑参考人 県の熊本県建設業協会の労務

対策委員をやっております神﨑と申します。 

 前回２月にこの委員会に初めて出させてい

ただきまして、私のその発言がたまたま私

が、たまたまといいますか球磨地域振興局だ

ったもんですから、私の発言が何か球磨地域

振興局だけのことだったようにちょっと伝わ

って、各関係者にちょっと御迷惑をかけたと

ころがあるんですけど、私は県の労務対策委

員長というのをやっておりますので、全県か

らいろんな話がありますので、それをまとめ

たところでのちょっとお話をさせていただき

たいと思います。 

 先ほど、熊本県が行ってます事前公表につ

いてのお話がありました。これは発注者とし

ての考えですので私たちがここで、指摘はい

ろいろあるんですけど、ただ現実的に事前公

表で弊害が起こっていることを幾つかお話を

させていただきます。 

 公告がありまして、それから設計書を見ま

して、それから現場を見たりとかしながら見

積もりをします。その中で、どうしても、ど

うしても金額が合わない。なぜなんだろうと

言っていろいろとこう考えてみます。そうす

ると、その中には確かに、さっきありました

ように材料の特殊もんの値段がどうしてもわ

からない、これが合わないんじゃないだろう

とか、設計の考え方がちょっと違うんじゃな

いだろうかとか、そういったことがございま

して、例えば、当然入札前にその担当の方に

聞きに行くんですね。すると担当の方も、こ

れは県のほうからちゃんとした、ある意味で

はマニュアル化していただいて、通達しても

らえばいいんですけど、いや、そういったこ

とは一切お受けできませんと、設計内容につ

いては答えられませんと。中にはちゃんと、

どういうことでしょうかと言って、ああなる

ほどですねと、そういうふうな見方ですか

と。いや、そういうふうな見方はしておりま

せんとか、対応が一つばらばらなんですね。

それによって、入札する段階において、この

まま入札していいんだろうかと、でも仕事が

ない場合は特に、それでもまあぎりぎり入れ

て、公表してありますから、入れて、それで

落ちたら、それで頑張ってみるかと。で、取

ってしまって契約をすると当然、そういった

ことはもう価格も公表されてますし設計内容

もちゃんと明示してありますから、おわかり

の上に落札されて契約されたんでしょうと。

ですから今さら変更はできませんと。そこの

部分は、ある意味当然なんですけど、やっぱ

り事前公表ということであれば、当然設計内

容についてはこちらから質問をしたときに

は、こういったことについてはちゃんと答え

るようにとか、そういったことを今一度原点

に返っていただいて、各技術者といいますか

各担当の方にもう一回、同じレベルになるよ

うに、まずそういった仕事といいますか、そ

れをやっていただきたい。そうしないと、た

またまいい担当者に当たると設計内容まで熟

知して入札することができる。中には、単純

に言うと、極端な言い方をすると、言っては

ならないことなのかどうかわからないところ
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で、いや、これ言ったらまずいかなというこ

とでそこで終わって、結果的には仕事がない

から、ううんどうしようと言いながら、もう

入札して落札して契約してしまうということ

が実際あっております。その辺については県

のほうで今一度どこまで、例えば質問があっ

たときどういう受け答えをできるのか、どこ

まではしなければいけない、これから先は聞

いてもお答えはできませんとか、そういった

ことをもう１回精査していただきたいという

ふうに思います。それが第１点です。 

 それと、歩掛かりの話がございました。こ

れ単純に１つわかりやすく言うと、けさもち

ょっと確認してきたんですけど、改めて。10

立方――、10立米といいますけれども、僕ら

は――を、１日掘るのに何人の人間の手が要

るかということで、今3.9人になってます。

ということは、１日８時間で１人の人間が2.

56立米、極端に言うと穴を掘る。これが床掘

りになってます。ただ、10立米まではならな

いと思うんですけど、ちょっとうろ覚えです

けど、それまでは10立米を掘るのに4.1人で

した。年々日本人の基礎体力が下がるにもか

かわらず上がっているんですね、掘る量が。

つまり、歩掛かりが下がっているんです。10

年前は１人頭2.44立米だったものが2.56立米

に上がっているんです。これは私よく言うん

ですけど、私の父は大正15年生まれでしたか

ら、おそらく戦争にも行ってますんで、私の

父だったら掘れるんじゃないかと。でも私

に、今８時間で自分の墓穴を掘るようなもん

ですから１メーター、１メーターの、２メー

ター50云々ですから。これ言われて、掘れる

かと言われたら掘れないと思います。どうや

ってこれ調べてるのかと。この歩掛かりに関

しては国がやっていることですので、熊本県

のほうにこれを変えてくださいと今すぐ言っ

たところで、それはできないのは制度的にわ

かってますけど、そういうふうに歩掛かりが

この平成10年前後からすると、下がったこと

はあっても上がったことはないんです。そこ

で機械力が、機械の能力が上がってきてます

ので、機械でする仕事の歩掛かりというのが

ある程度下がってくるのは、これはわかるん

ですね。しかし、それだけ機械の金額も上が

ったりしますので、絶対的にも相対的にもそ

んなに変わらないんですけど、日本人の体力

を考えたときに、どうやったってその歩掛か

りが下がるというのが、これはもう我々は不

思議でならない。というところがあるもんで

すから、歩掛かりについては今さっき申し上

げたとおり、国が全て決めて、大体県のほう

から町村のほうにも全てそれがもとになって

いきますので県のほうにお願いすることでは

ございませんけど、このことについては委員

を初め皆さん方にこの歩掛かりが下がってい

ることを、どう考えてもおかしいということ

はおわかりいただきたいというふうなことで

お話をさせていただきます。 

 それと、言い忘れましたが、事前公表につ

きましては、事後公表のころはみんなとにか

く積算、積算で積算力もかなりあったと思い

ます。今はっきり言いますと、積算能力が下

がってきている、これが事実だと思ってま

す。特にやっぱり失礼な言い方を言います

と、小規模な会社とか、我々ここにおるのは

熊本県建設業協会の会員なんですけど、非協

会員さんなんかはもう公表してありますので

積算する必要もない。これいきたいなと思っ

たら自分で値段これぐらいでいい、どうだろ

といって、行って落ちればそれでラッキー

と。だから事前公表というのは、熊本県が今

までの過程の中でいろいろ考えられて決めら

れたことではあるんですけど、１つはそうい

った弊害が出てますので、１つは、最初にお

願いした分については職員さんの再教育とい

いますか、もう１回徹底していただければい

いいとは思うんですけど、実際その積算能力

が下がってきて、我々建設業のその会社、会

社の能力が下がっているということが疑えな
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いというふうな状況であるということをお話

しさせていただきます。 

 以上です。 

 

〇東充美委員長 はい、わかりました。 

 今、事前公表の件では神﨑委員から、前回

のときも何かそういう面でもお話しされたん

ですかね。担当者の、担当者といいますか職

員の件に関しての。 

 

〇神﨑参考人 はい。職員さんのことについ

ては、ちょっとお話ししました。 

 

〇東充美委員長 これは事前公表の件とあわ

せて、担当者のまちまちによっていろんなこ

とが違うと、これはですね、やっぱり職員教

育といいますかそういう面だろうと思います

し、さっきも言われた10立米の4.1から3.9、

これもどういう形になって下がっているか、

これはもう、ちょっと我々の段階でどうする

こともできないと思いますけど、これも委員

会それぞれで議論していきたいと思います。 

 まず最初の件の対応の件について、古澤課

長でいいですか。 

 

〇古澤土木技術管理課長 先ほどの、入札に

関しての設計内容の問い合わせ、質問という

ことだったかと思います。まずそちらのほう

から、ちょっとお答えします。 

 質問につきましては、口頭もでしょうけど

も一応文書で受け付けまして、それを我々の

ほうで公表する。例えば一般競争入札であれ

ば皆さんにちょっと知っていただく必要があ

る、公平な土俵に乗っていただく必要がある

ということで、いろんな質問に対しては答え

て、インターネット上といいますか、のほう

で公開するというのが原則にしております。 

 今おっしゃいました、その答えられないと

いうのは、口頭じゃなくて、もしそういうと

きがあれば文書で出していただければありが

たいと思っております。 

 以上でございます。 

 

〇東充美委員長 今のは、神﨑委員に関する

あれですかね。 

 

〇古澤土木技術管理課長 はい。 

 

〇東充美委員長 そういうことで、文書とい

う形出ましたけども。 

 

〇神﨑参考人 はい、それは存じておりま

す。 

 

〇東充美委員長 いいですか。 

 

〇神﨑参考人 はい。 

 

〇東充美委員長 これは前回もそういう形だ

ったと思いますけども、いいですかそれで。 

 

〇神﨑参考人 はい。 

 

〇東充美委員長 じゃお願いします、それ

で。 

 あと時間も随分押してまいりましたけれど

も、こちらの委員さんの中から何か。 

 

〇森浩二委員 執行部にちょっと聞きますけ

ど、先ほどから最低制限価格ですか、その上

げれない理由は何かあるとですか。同じ、別

に問題なかでしょう。 

 

〇金子政策審議監 政策審議監の金子ですけ

ども。 

 上げれない理由というか、前回90％近くま

で上げたときにも、県の判断でやってる部分

もあります。ただ、基本的には公契連モデル

に準拠しながら、それにあわせて最低制限価

格を上げてるという状況にあります。 
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 ただ、熊本県の場合は、まだ公表されてま

せんけども、今、平均落札率がおそらく95％

を超える状況だろうと思います。一昨年23年

度の公表データだったら、たぶん全国４位ぐ

らいで、現在は全国で２番目近くになってい

るんじゃないかと思います。 

 したがいまして、この全体の平均的な落札

率とは一概に言えませんけども、全国トップ

クラスの落札率の状況で最低制限価格を上げ

るとはなんぞやというような批判とかもあり

まして、そういうのもあって、どういう判断

で最低制限価格を考えるかというところがあ

りますので、そういう面で非常にバランスも

考えながらやらないといけないという状況に

ある、熊本県の状況であります。(｢関連で、

よかですか」と呼ぶ者あり) 

 

〇東充美委員長 いいですか。では吉永委

員。 

 

〇吉永和世委員 落札率が全国でトップのほ

うにあるんでしょうけど、それによって適正

の利益が得られないということは、それはち

ょっとおかしい話ですよね。予定価格という

のが、ある意味適正価格になってないのか、

そこら辺のその適正価格が、どれが適正価格

なのかというのも、やっぱり業界の方々そし

てまた職員の方々も、やっぱりそこら辺がは

っきりしておかないと、落札価格が適正価格

という、たぶんそういったお話も聞いたこと

があるんで、先ほど言われた事前公表で、結

局きちっとした中身がわからぬでも出すと、

結局、落札価格が適正価格という言い方をす

るんで、執行部側からするならば適正な価格

で落札されたんですねという形にたぶんなっ

てしまうんだろうなというふうに思うんで、

そこら辺の適正な価格ですね、適正価格とい

うのをはっきりと、やっぱり何か、予定価格

が適正価格ですよという、そこら辺をはっき

り決めたほうがいいんじゃないのかなと思う

んですけどね。そこら辺は私の個人的意見で

すけど、そこは業界の方々はどう思っていら

っしゃるのかお聞きしたい部分もあるんです

けどね。 

 

〇東充美委員長 今のは。(｢いいですか」と

呼ぶ者あり)じゃ、橋口会長。 

 

〇橋口参考人 今、全国的に、また国交省の

ほうでも、中央の会議に行きますと、適正価

格というのは100％なんだと。しかし、じゃ

それを言ってくれと。公取が入りましたと、

今あれは長野県、栃木県ですか。公取は95以

上だったらこれは談合と認めると。国交省は

100が適正価格と言っているんだから、同じ

国の機関だから言ってくれと。それを山梨の

会長が盛んに言われますけどね。我々の前で

はそう言われます、国交省は。しかし、やっ

ぱり財務省が強いんでしょうね、なかなか言

われないと。 

 そういう中で、やっぱりこれから先、少子

化の時代でございます。たぶん今、建設産業

はアベノミクスで随分公共事業はふえており

ます。しかしながら、自転車操業みたいな状

況で、このアベノミクスが終わったら、たぶ

んつっかえ棒が取れてばたばた全国的にいく

だろうと。これは全国の会長さんたちの話で

す。日経コントラクションの記者も来たとき

そういう話もしましたし、全国でそういう話

を聞きます。 

 で、これから先はやっぱり、今度の品確法

は、若手の入職、他産業との競争になるわけ

ですね。ところが、やっぱり賃金が低い、福

利厚生が整ってない、これをどうにか上げぬ

ことには、まずスタートラインに我々つけぬ

わけですね。例えば土木の高校、大学を出て

も、土木に入る子というのが少ないんです

よ。建築もしかりだと思います。これは何で

かというと、いわば基礎的な部分が、ほかの

産業は上がっていくんですが、ことしの10月
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の労務費調査をされたそうです。下がってた

と。で、それはだめだと、また２月のを出さ

なきゃいかぬということで、中央では。だか

ら10月の労務費調査の結果は出てないんじゃ

ないんですか。下がったそうですよ。これは

根本的に、会計法という法律があって、こと

し例えば県の平均の落札率が95、これが来年

100になると、わかりやすく言えばですね、

これが100になる。また来年はこれが95で落

ちる。これがまた100になるというような会

計法の予決令、そういう法律があるもんです

から、これはどうしても我々がどれだけ言っ

てもなかなか変わらないと。それだったら、

国しかできないこと、県でできることをちゃ

んと線引きをして、今、吉永先生が言われた

みたいに何で最低制限価格を変えないんです

か、上げないんですかと。これ、県でできる

んですよ、やろうと思えば。ところが、先ほ

ども執行部のほうから言われてるように、公

契連モデルを参考にしておりますと。これか

ら先、特に地域間競争の時代になると思いま

す、熊本県対鹿児島県、熊本県対福岡県。そ

ういう時代で、熊本のやっぱり特性を出して

合法的に、どこまでどうすればこの産業が残

れるかというのをひとつ考えていただきた

い、それを切に望むところでございます。県

でできるところは、たくさんございます。 

 まあ、よろしくお願いいたします。 

 

〇東充美委員長 わかりました。よろしいで

すか、吉永委員。いいですか。 

 この件に関して、執行部のほうから何か、

最低制限価格は。 

 

〇金子政策審議監 大きい、たぶん積算価格

といますか、それと最低制限価格、ちょっと

議論が何かふくそうしているところもありま

すけども、いわゆる積算価格、今幾らの価格

が妥当かというのについては、やっぱりしっ

かりきちんと議論していかないといけない事

柄だろうと。あと最低制限価格については、

基本的には全国の公契連モデルあたりに準拠

しながら、もちろん熊本県の独自性も出しな

がらやるところもあると思いますけども、先

ほど会長のほうからお話しあったように、公

取とかそういう問題もありますんで、そうい

ったのも踏まえながら検討していきたいとい

うふうに考えております。 

 

〇東充美委員長 適正価格は適正価格とい

う、名前が適正ですから、そういう形になる

と思います。 

 ほかに。(｢よろしいですか、もう１つ」と

呼ぶ者あり) 

 

〇神﨑参考人 我々協会のほうから出しまし

た資料の３番目、大きい３番目の県建設業協

会における今後の取り組みということで、こ

れの上から１、２、３、４と書いてあります

けど、４番の公共工事等の建設投資の安定的

な確保ということをお願いをしておるところ

です。 

 これにつきましては、昨年のアベノミクス

と、阿蘇を中心とする災害復旧でかなり量が

ふえて、我々の協会もいろいろと各地区地区

で状況も違った中で、仕事としてはいただい

たもんですから一息ついてはおるんですけ

ど、先ほどからお話がありますように、来年

からがもう既にちょっと読めない、先が読め

ないという状況だもんですから、やっぱり再

度のお願いということになるんですけど、今

の国・県の状況を見たときに、私たちの仕事

を昔のようにたくさん出してくれというよう

なことは、もう到底言えない状況だというふ

うに思ってます。でも最低、少ない中におい

ても、国にもお願いすることなんですけど、

熊本県としても今後２年後、５年後、10年

後、こういったふうに、少ないながらもこう

いう仕事をやっていきますというようなこと

があると、我々も厳しい中にも会社経営がで
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きるんですね。でも、これは誰が悪いとか何

とかじゃありません。要するに国策とかに絡

んで予算がついたり減ったりするもんですか

ら、それに災害がきたり、そのことによっ

て、国が悪いとか県が悪いじゃなくて、要す

るにそういった中で僕らが経営をしていかん

といかぬというのは、非常に先が見えなく

て、大波を渡るような小舟みたいな状況なも

んですから、まずは熊本県からでも、もう２

年後、５年後、10年後こういうふうな考え方

で、こういうふうな投資でやっていきますと

いうような、そういったものをいただけない

かと。これは国のほうにも私たちはお願いを

しているんですけど、やっぱり私がつくった

あれですけど、名前なんですけど、私はマス

コミから質問されたときに、我々の業界を一

言で言ったらどういうふうになりますかと言

われたとき、私はこう言います。無政策不況

業種だと。政策がどうしても見えないもんで

すから、その都度その都度かじを切っていか

ないかぬと、安定的な経営ができないと、イ

コール安定的な雇用ができないと。これをひ

とつ委員の皆様方にはぜひとも御理解いただ

きまして、少しでも県の施策のほうに反映し

ていただければというふうに思います。 

 どうぞよろしくお願いします。 

 

〇東充美委員長 わかりました。 

 じゃ、山本委員からお願いします。 

 

〇山本秀久委員 今まで随分、皆さん方の御

意見を聞いて今日まで本当に熊本県の活性化

のために日夜、本当に努力していただいてい

ることに対しては、感謝とお礼申し上げま

す。 

 でも、この問題というものは、実は継続性

がないと物事は進まない。だから、その継続

性を持つということはどういうことかという

と、その熊本の、いつでも私は政策をつくる

ときに、どれとどれが大切な、熊本県の中で

ピックアップ10ぐらい上げろと、何でもかん

でも予算つけてしまったってだめなんだと。

１つ熊本県で今一番重要なのは何と何なのか

ということをピックアップして、そこに予算

の計上していかなければならぬ。そして継続

を求めなければならぬ。 

 ですから私は、自分のことで申しわけない

けど、私県議会に出たのは、水俣で病気が発

生したため、水俣地域の活性化のためにどう

してもこれは振興計画を策定しなけりゃなら

ぬということで、おかげでその当時の県連会

長河津寅雄、そうすると町村会長の河津寅雄

さん、そして芦北町の町村会長だった吉田冨

士夫、その２人がその当時の模様を察しまし

て、そして均衡ある熊本県の、かつてのよう

にしなければならぬということから、各了解

事項を取りつけて振興計画の策定をしたわけ

です。それが熊本県の知事として、それを適

切にやるという問題がなければスタートを切

らなかった。私は、それを策定するために県

議会に出て、今日までおかげをもちまして皆

さんの、本当に皆さん方の支えと指導のおか

げで今日まで第５次、30年間それを５次まで

持ってこれたんです。そのために大変なバラ

ンスがとれてきたと思いますけど、そういう

ことの継続性に伴うものというのはどういう

ものなのかというと、さっき申し上げたよう

に皆さん方の今抱えている問題点の中で、一

番、熊本県の建設業が抱えている問題点とい

うのは幾つかあると思います。それを１つ１

つ、10あれば５つでも確保できて継続できる

ようなシステムをつくり上げていくことも必

要であるということを、私は何回も政策の中

でも言っているんですよ。熊本県の町村にも

県会の中にも生き字引がいない、生き辞典

が。だから必ずその課において生き字引を置

けということをしとかんと、その生き字引が

おることによって継続性というのが生まれて

くる。 

 そういうことで、私はこの30年間で気違い
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扱いされたことが３回あるんですよ、正直言

って、あれ山本はおかしいじゃないかと。そ

れはなぜかというと、水俣振興計画に一貫性

として西回り高速の必要性を訴えた、新幹線

よりかこれが先なんだと。そして、それをで

きるだけ九州には大動脈として入れるべき

だ、そういうことが発展の基準になるんだと

いって、ずっとやってきた。それはなぜか

と。継続性があったから今日まで続いたと思

ってます。 

 そうしたとき、特にある問題で間違ってし

まって、ある問題で曲がってしまった面もあ

った。だから、そういう点をよく考えて、今

執行部の皆さんにもよく、皆さん方は大切さ

をよくわかっておるわけです。その価格の判

定というのは、そういうふうにして１つのそ

の時々、場合によっては価格が下がったり上

がったりして安定性がないのは事実なんです

よ。そこのときに熊本県の建設業のその仕組

みの中からは、これが本当に適切な価格だな

とか、こういうときにこういう必要な材料

が、これだけの特殊な材料が要るんだという

ことの認識が甘いところもあるんですよ。だ

から、私は仕事をするときは必ず机の上で考

えたものと現場に足を向けて考えたことと、

できること、できないことは変わってくるん

だということを、いつでも言ってるんです

よ。だから、そこにもうちょっと執行部のほ

うも、その適切な判断をすべき材料がそろっ

てないということなんです。それを私はいつ

でも言っているんです。机の上で考えるもの

と現場に立ったものとの考え方は違ってくる

わけです。机で考えたらできるものが現場に

立ったらできなかったり、そういうことで認

識を改めて物事を進めていく、そうすると適

性な審査があるでしょう、建設業、土木にし

ても何でも毎年適正検査をやっておる。そう

いうときに、そのときの、ここで今出た問題

点を指摘して、納得する材料をそこで吟味す

べき面もそのときにあるべきだと私は思って

ますので、これを今までこれだけ意見が出た

んだから、そこは改めて認識してこれから進

めていただきたいというのが私の本意であ

る。よろしくお願いします。 

 以上です。 

 

〇東充美委員長 わかりました。ほか。 

 執行部のほうから部長、今の件に関して。

じゃ、猿渡部長。 

 

〇猿渡土木部長 今ほど山本委員のほうか

ら、いろんな御指摘をいただきました。今い

ろんな御意見をいただき、市場単価と実勢単

価は違うであろうとか、いろんな話もお伺い

しました。 

 何よりも、山本委員からお話しされたの

は、いつも言われていることなんですけど、

政策の重点化を図りなさいということであり

ます。実は先ほど、公共事業費の安定的な確

保ということにつきましては、ことしの７

月、国への要望事項の土木部としての一番最

初に上げさせていただきました。公共事業費

の安定的な確保を図る必要がある、ぜひお願

いしたいという要望でございます。 

 これはなぜかといいますと、もう皆さん御

承知のとおり公共事業費というのは平成８年

度をピークにずうっと右肩下がりでありまし

た。そして23年、４年が一番最低でありまし

て、アベノミクスということもありまして、

少し明るさが見えてきた、そういう状況にあ

ります。ただ、そういう中でありながら、災

害もありましたんですけど、一方で人手不足

とか資材不足とかいう、そういう状況があっ

たと。それは、やっぱり何かといいますと、

公共事業費の安定的な確保がやっぱり今後も

図っていかなければいけないというようなこ

とがあったもんですから、ことし７月の政府

への提案ということでさせていただいたとこ

ろであります。今回、11月にも同じような政

府への提案ということがございます、これも
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土木として１番にそこのところを要望してい

きたいと。もちろん道路もありますし、それ

から港湾もありますが、そういったことの一

番基盤に公共事業費の安定的な確保必要だと

いうことで要望させていただきたい、要望し

ていくということにしておるところでござい

ます。 

 以上でございます。よろしくお願いいたし

ます。 

 

〇山本秀久委員 実はですね、私は皆さんに

大変、日ごろから御指導いただき御協力いた

だいておるおかげで、衆議院選挙が終わった

その明くる日から熊本は、皆さん方の抱えて

いる問題点を解決しなければならないことに

対する、その衆議院選挙が終わった明くる日

からチーム熊本を結成させていただきまし

た。そのチーム熊本というのは、国会議員そ

して県会議員、各市町村長、皆さんも束ねた

１つの問題点を提起してもらっていかなけれ

ばならぬということから、チーム熊本を結成

して、おかげをもちまして経済対策も日本で

５番目の841億という予算を獲得させていた

だき、その次は5.5兆円のときも6,000億の金

額を熊本県は確保して、だからよその県では

熊本県はどうしてそんなに予算が取れるんだ

というようなことを言われた。やっぱり、こ

れは継続なんですよ。そしてもろもろのもの

をピックアップしながら、今部長が言われた

ように一番手を挙げたのが土木部なんです

よ。そのために、ずっと今日までその経済対

策の中で。だから今度も、もうすぐ10月にも

予算獲得に行って参りました。そして今度11

月の17日も、また知事を連れて予算獲得に行

くわけですよ。そうやって手を早く打ってい

く、そして熊本の抱えている、皆さん方が考

えているそういう問題点を早くピックアップ

しながら、その中で本当に、さっき言ったよ

うにどれだけ必要であるのか、何が必要なの

かということをまずピックアップ、10ぐらい

ピックアップした上で動けということを申し

上げているわけです。何でもかんでもできる

もんじゃないんですよ。だから熊本県として

今一番必要なものは何なのか、何から手がけ

なければならぬか、そうすることによって地

域の活性化にどうつながるかということを模

索しながら、その政策というのは的確に敏速

に執行していかな。それには、どうしても金

が伴います。それには裏打ちをしなければな

らない。それが経済対策。ですから、そのチ

ーム熊本というのを今結成して、それが順調

に動きよる。だから今度も大西議員が立った

ときも、チーム熊本の一員としてこれからの

市政をやっていくかということが条件なんで

す。そうせぬと、国・県・市長が一体となっ

て今後は動かぬと、この活性化というのは皆

さん方の思ってる問題でも解決せぬというの

が今回の選挙の目的だったわけです。そうい

う意味です。 

 ですから、これからも皆さん方のいろんな

問題点は的確に、今部長も言ったように、こ

の部長が早いんですよ、物事を決めるのが。

だから皆それだけの部分がそろってますの

で、いろんな的確な問題の、価格の問題、い

ろんな問題でもこれが解決してもらえると期

待をしていますので、どしどし言ってくださ

い。我々も、党としてそれはやらなければな

らぬ義務がありますので、よろしくお願いい

たします。 

 

〇東充美委員長 もう時間はそうありません

けども、ほかにまだありませんか。 

 ほかになければ、ここで本日の意見交換を

終了いたしたいと思いますが、本日は本当

に、大変お忙しい中に熊本県建設産業団体連

合会並びに一般社団法人熊本県建設業協会の

皆様にお越しいただきまして、まことに感謝

申し上げます。 

 今、国のほうでも地方創生、地方創生とい

うことがよく叫ばれております。 
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 私もきのう、小泉復興政務官と、ちょっと

時間ありましてお話しすることがありまし

た。これからは地方でいろんな、やりたいこ

とをやってくれるという、そういうことを私

たちのほうに持ってくれば、私たちのほうは

死に金でなく生き金だったらどんなことでも

やりますよというようなお話をやってまいり

ました。 

 今、先ほど会長からありましたけれども、

この建設産業分野あるいはほかの分野におき

ましても大変厳しいのはわかっております

し、若手育成等にどの分野もこれから真剣に

取り組んでいかなければならないということ

は、我々委員もそしてまた土木部あるいはほ

かの分野の方々も十分認識はしているつもり

であります。 

 そういう意味におきまして、今後ともます

ます地域間競争は激しくなると思いますけれ

ども、我々も皆様方と一緒に、先ほど山本委

員から言われましたように、チーム熊本とし

て頑張っていきたいと、そういう面も持って

おります。 

 きょうは本当に実のある議論をさせていた

だきまして、これをこれからの我々の委員会

審議に反映させていきたいと思いますので、

今後ともよろしく皆様方の御協力をお願い申

し上げまして、本日の会議を締めたいと思い

ます。 

 きょうは、本当にありがとうございまし

た。 

その他で――ちょっと待って、済みませ

ん。 

 これから、一回終わりまして、その他にち

ょっと入りますけれども、何かございます

か。 

 何もなければ最後に、要望書が５件提出さ

れておりますので、参考としてお手元に委員

の方々に配付をしております。 

 それでは、これをもちまして第６回建設常

任委員会を閉会いたします。 

 本日は、どうもありがとうございました。 

  午後２時52分閉会 
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